税関総署「中国税関の2008年度の知的財産保護案件ベストテン」を発表
2009年4月17日
税関総署は先日「2008年度中国税関知的財産保護案件ベストテン」を発表した。
この「案件ベストテン」には、上海税関による輸出向け「SUNWATT及びそのロゴ」商標権侵害電池摘発案件、深セン税関による輸出向け「HUAWEI」商標権侵害ネットワークカード摘発案件、北京・青島・寧波各税関によるオリンピックマーク専有権の保護に関する案件、重慶税関による輸出向け「JINCHENG」商標権侵害オートバイ部品摘発案件、広州税関による輸出向け「Media」商標侵害テレビ摘発案件、杭州税関による輸出向け「虎頭牌」懐中電灯シリーズ模倣品の摘発案件、黄埔税関によるユニ・リーバブランド侵害案件、福州税関による海外向け速達便ルートにおける権利侵害薬品摘発案件、アモイ税関による輸出向け「DIESEL」商標侵害ジーンズパンツ摘発案件、拱北税関による輸出向け「EPSON」商標専用権侵害プリンター用インクリボン摘発案件が選出された。
このたびの「案件ベストテン」の最大のポイントは国内企業の自主知的財産の保護につながる案件が増加したことである。税関総署は2008年11月、国際的な金融危機によるマイナス影響に対応し、中央による「成長の保護、内需の拡大、組織の調整」政策および全体配置を徹底的に遂行し、安定的かつ速やかな経済発展を維持することを目的として、内需拡大・経済成長の促進を支持するための十項目の措置を発表した。「税関は国内企業の自主知的財産に対する保護を強化し、我が国の自主ブランド企業の発展を促す」というのは同措置の一項目として挙げられている。このたび選出された「案件ベストテン」のうち、5件は国内企業の自主知的財産の保護に関わるものであった。国内自主知的財産保護の強化、国内企業による自主創新や自主ブランドによる国際市場の開拓の援助などの各方面における税関総署の決定や努力は見事に結実したといえる。また業界からの反響も大きかった。
　このほか、「案件ベストテン」にはオリンピックマーク専用権の保護に関わる案件及び公安などの各法執行部門との積極的な協力活動や、リスク分析技術が十分に活用されたもの、速達郵便ルートにおける侵害物品の取締り、知的財産権利者との協力による取締り活動などの案件が含まれている。
近年、知的財産保護活動は税関にとって重要な職能の一つに成長している。税関では関連法律制度の整備、業務体系の健全化、保護の強化、法執行水準の向上などを絶えず進めている。
2008年中国税関知的財産保護案件ベストテン
一、上海税関による輸出向け「SUNWATT及びそのロゴ」商標権侵害電池摘発案件
（一）概要
2008年1月18日、杭州某企業が上海税関に対して一次電池及び一次電池モジュールの輸出を申告した。税関職員は通関申告書の照合の際に疑わしい点を発見したため、検査指令を下した。検査員がコンテナを開けたところ、入り口部分に税関未登録の商標が付けられた電池が積まれていた。調査員は過去の摘発経験に基づいて、引き続きコンテナ中心部及び底面部に対して入念な検査を行ったところ、コンテナ後部から「SUNWATT商標及びそのロゴ」が印刷された電池が大量に発見された。5つのコンテナには侵害が疑われる電池が合わせて138万個余り積まれていた。同商標権利人の広西梧州新華電池股フェン有限公司による鑑定の結果、同貨物の中身は侵害物品であることが確定した。税関は調査後、法に基づいて権利侵害物品の没収を行い、また当事者に対しては行政処罰として罰金を課した。
（二）推薦理由
1、同案件は上海税関がリスク分析によって主体的に検査を行い摘発に至った、モデル案件といえる。近年、同税関は現場職員に対する知的財産研修、特に現場における申告書の照合の担当者に対する研修を強化しており、知的財産侵害頻発貨物・企業及び輸出先国などの情報を現場職員と共有し、彼らの捜査スキルのさらなる向上を実現した。
2、同案件で摘発された貨物の数量及び総額の規模は非常に大きい。税関が同案を解決したことで、国内知的財産権利人の合法的権益のみならず、公平競争という対外貿易上の秩序が保護され、国内メーカー及び輸出入企業に対して警鐘を鳴らし、高い宣伝効果を上げた。
二、深セン税関による輸出向け「HUAWEI」商標権侵害ネットワークカード摘発案件
（一）概要
2008年7月23日、深セン某企業は深セン税関管轄下の空港税関に対して速達郵便によるネットワークカードの輸出を申告した。同税関は現有のリスクデータベース及び業界動態情報の分析を行ったところ、同貨物の権利侵害リスクが非常に高いと判断、ただちに差止め及び検査指令を下した。現場にて検査を行った結果、貨物から「HUAWEI」の商標が記された無線LANカード100件が発見され、深セン華為技術有限公司が権利を有する同商標の侵害が疑われた。案件調査において荷送人は、同貨物は北京にある同社のライセンス店から購入したものであると主張し、またライセンスに関する文書の複写版を呈示し、通過許可を要求した。これに対し、税関の法執行職員は直ちに権利人に連絡をとって権利確認を行い、さらに権利人がこれまでに税関から権利確認の通知を受けたことがないという状況を踏まえた上で、税関による知的財産権保護に関する法執行プロセスについて詳しく説明し、関連の質問に対して丁寧に解答した。その後、権利人の鑑定によって同貨物はすべて模倣品であることが確認された。権利人の申立てに基づき、税関は直ちに同貨物を差押えた。また同案件の手がかりを深セン市公安局経偵局に対して通報し、さらなる捜査が行われた。同案の解決後、深セン税関は関連商品に対する差止めを強化し、早くも十日後には駐郵局弁事処にて国外向け郵便物の中から「HUAWEI」商標侵害無線LANカード計48件を摘発した。
（二）推薦理由
1、深セン税関は自主知的財産の保護及び権利人から提供された情報を重視し、また積極的に業界動向の把握に努めていた。また関連市場の動向に注意を払い、調査研究を強化し、電子ユニット類製品を重点監視制御の対象としていた。以上が同案件の摘発に結びついた。
2、同案件にて摘発された侵害物品はハイテク製品であり、ブランド価値が高く、製品体積が小さいのが特徴である。本件を通して、関連権利侵害活動の組織化・専門化・ハイテク化が進んでいることが浮き彫りになった。ハイテク関連の権利侵害物品は税関が速達便ルートにおいて深く注意を払うべき分類の一つといえる。
3、深セン税関は、国内の自主知的財産権利人が税関による知的財産保護に関する制度を十分に理解していないという状況を踏まえた上で、権利人に対して関連規定ついて説明を行い、結局効率的に権利の保護が実現された。
三、北京・青島・寧波各税関によるオリンピックマーク専有権の保護に関する案件
全国税関は、中国政府の「オリンピックマークの保護」に関する承諾の履行を目的とし、また税関総署によるオリンピック安全保証活動の統一的措置に基づいて、各種の措置を採用し、オリンピック期間における知的財産保護活動、なかでもオリンピックマーク専有権を侵害する違法行為の取締りの全面的な強化を推進し、「特色のある、ハイレベルの」オリンピックの実現に向けて、良好な場外環境を創出した。オリンピック閉会までに、全国税関が摘発した輸出入向けのオリンピックマーク専有権侵害貨物案件は累計約300件、総額は300万元近くに達した。このうち、モデル案件と目された案件は以下の３件である。
（一）北京税関による案件
北京税関はオリンピック開催都市の出入国管理部門として、準備期間から開催期間まで一貫して適切な具体的措置を採用し、出入国時における知的財産保護活動の宣伝及び保護の強化を推進し、オリンピック開催に相応しい秩序ある通関港を実現し、オリンピックの順調な開催を確保できた。
2008年4月20日、北京某外資運送企業は顧客の委託により、税関に対して国際速達便による衣服の輸出を申告した。首都空港税関速達郵便監管処職員はリスク分析経験の蓄積から警戒が必要と判断し、同輸出衣類に対して検査を行ったところ、正面に中国の地図・五輪マーク及び「北京2008」の文字（いずれも赤色）、背面に某企業のロゴとホームページアドレスがプリントされた同一モデルのTシャツ計906枚を発見した。このTシャツがオリンピックマークを侵害していることはほぼ明白であったので、北京税関は直ちにオリンピック期間における知的財産保護緊急案を発動した。その後同税関は北京五輪委員会法律部の確認を経て、法に基づいて上記侵害物品を没収し、関連当事者にたいしては関連法律・法規及び当時の関連状況について説明を行い、十分な理解を得た。
同案は侵害貨物の数量及び総額いずれの規模も決して大きくないものの、北京五輪の安全な開催の実現に役割を果たしたことから、その意義は大きいといえる。
（二）青島税関による案件
　青島は北京オリンピック共催都市、またヨット種目の開催都市であったことから、開催期間中には同種目に関わる外国選手、記者及び観客が多く訪れ、国際的な注目が集まっていた。青島税関は五輪開催期間中における観光客の荷物及びボディチェックによる知的財産保護が重要な意味を持つことを十分に認識した上で、各種措置を採用し、保護の強化に努めた。流亭空港税関は同期間中に各種専門活動を展開し、41件の侵害案件を摘発したという優秀な成果を挙げた。また41件のうち15件はオリンピックマークの専有権侵害に関わる案件であった。
2008年8月29日、流亭空港税関職員が青島発韓国行きの国際便の乗客の機内預かり荷物に対してX線検査を行っていたところ、韓国籍の中年男性の荷物中に大量の異常物品があることをディスプレイ上にて確認、ただちに検査を行ったところ北京オリンピックのマスコット人形49個、「ROLEX」「Cartier」「OMEGA」などロゴが就いた腕時計73本、「LV」のロゴが就いた財布7個が発見された。同韓国籍男性の説明によれば、上記の物品は韓国に持ち帰った後販売することを目的に中国国内にて安価に買い入れたものであった。同マスコット人形は韓国での人気が高く、また腕時計や財布などは当事者が某ファッション誌上の紹介記事をもとに購入しており、販売を目的に韓国に持ち帰るつもりであった。当事者はこれらの商品が全て権利侵害物品であることを認め、税関による処理に対する協力を快諾した。またこの男性は「中国税関による旅行客の荷物検査がここまで厳格に行われているとは思わなかった。今後侵害物品を二度と携帯しない。」という旨のコメントを残した。流亭空港税関は当事者に対して自発的に税関に協力するよう説得し、「取締りと教育」が融合した理性的な法執行を見事に実践した。
（三）寧波税関案件
　オリンピックマーク専有権を侵害する違法行為の取締り、五輪関連の知的財産の保護、また五輪の成功に向けた良好な場外環境の創出を目的として、寧波税関はオリンピックマーク専有権の保護を2008年知的財産保護活動の重点に定め、「オリンピックマーク専有権保護のための専門活動」を展開した。寧波税関が同年に摘発した該当案件は計7件で、貨物の総量は17,721件、総額にして157万人民元あまりに達した。
2008年3月17日、深センの某企業は寧波税関管轄下の北侖税関に対して自転車の輸出を申告した。通関申告書によれば自転車は10件のコンテナを用いて船積されており、その台数は10,000台に達していた。税関は内容について詳細な分析を行ったところ、当該貨物の権利侵害リスクが高いことを突き止めた。そこで直ちに検査を行った結果、10,000台の自転車の包装及び車体フレーム部分「OLYMPIC」のロゴが発見され、同貨物の権利侵害の疑いがいっそう強まった。同税関はただちに第29回オリンピック組織委員会に連絡をとり、同貨物が合法ライセンスを取得していないことを確認した。そこで法に基づいて同貨物を没収し、当事者には行政処罰として罰金が課された。
四、重慶税関輸出向け「JINCHENG」商標侵害オートバイ部品摘発案件
（一）概要
2008年2月19日、重慶某企業は重慶税関に対して2件の非ブランドオートバイ部品計1,680セットの輸出を申告した。税関申告書に添付された証明書類には、同貨物は全てオートバイ用発動機及び車体部品（ノックダウン生産用）と明記されていた。税関は権利人の通報にもとづいて同貨物の差止めを行った。検査の結果、発動機、キー、バックミラー、メーター、ヘッドライト、マフラーなど5種類の部品に対してそれぞれ金城集団有限公司が税関総署に届出済みの登録商標「JINCHENG」が使用されていることが判明した。このうち「マフラー」と「発動機」に付けられた同商標は偽装商標で隠されており、いずれも検査過程にて発覚したものである。このほか、「オートバイ用マフラー」と書かれたダンボール箱から大量の「JINCHENG」商標のラベルが発見された。このラベルのサイズと非ブランド車体部品のラベル貼付けスペースのサイズは一致したため、重慶税関は金城集団有限公司の申告に従って同侵害嫌疑貨物を差し押さえた。同案の被害総額の規模は非常に大きく、犯罪を構成していると判断されたため、重慶税関は同市公安と緊密な連絡を取り合い、2008年6月に同案件は正式に公安側に移管され刑事事件として処理された。
（二）推薦理由
1、重慶は中国西部における重要なオートバイ生産及び組立て拠点であり、各種オートバイに関わる対外貿易企業が多く集まっている。同案件の摘発に対する同業界からの反響は大きい。本件では国内の自主知的財産が保護されただけではなく、重慶オートバイ業界に対して通関における知的財産保護の実例を見事に示し、現地企業の知的財産に対する意識の向上が実現されたといえる。
2、本件の摘発前に金城集団有限公司が重慶税関に対して情報を書面にて提供していたことが、同貨物の権利侵害を証明する手がかりとなった。重慶税関は関連の手がかりを分析した後、速やかに差止め措置を下し、最終的に同案の摘発に成功した。このことから本件は税関が権利人の通報をもとにリスク分析および差止めを行った案件のモデル案件といえる。
五、広州税関による輸出向け「Media」商標侵害テレビ摘発案件
（一）概要
2008年8月12日、佛山の某企業は広州税関管轄下の佛山税関に対してexempt material方式によるテレビ計1,395台積載した3つのコンテナのミャンマーへの輸出を申告した。税関申告書にはテレビの商標が明記されていなかったが、税関職員が添付された包装明細書に記された規格説明の中に「Midea」の文字を発見したため、監視現場責任者はただちに差止めの指令を下した。検査の結果、同カラーテレビはモデルが旧く、低品質でありながら、外装及び本体のいずれにも「Midea」商標が付けられていることが判明したため、侵害物品である疑いが強まった。そこで同商標を登録した広東美的電器股フェン有限公司に連絡を取ったところ、果たして同貨物は同社の登録商標侵害物品であることが確認された。本件の摘発後、広州税関は直ちに地方公安に対して案件の手がかりを通報し、証拠の保全に努め、案件が正式に移管された後も公安による輸出業者やメーカーに対する調査に積極的に協力した。現在公安は本件の刑事捜査を行っている最中である。
（二）推薦理由
1、広州税関は地方公安による侵害物品の生産元に対する証拠裏付け捜査や当事者に対する刑事責任の追究に全面的に協力した。また本件の摘発は同種の違法行為にたいする効果的な抑止力となった。法執行部門との協力、行政法執行及び刑事法執行がうまく結びついたモデル案件といえる。
2、広州税関は同案件の摘発を契機に、自主知的財産保護措置のさらなる強化の一貫として連絡ホットラインを設置して企業の個別相談に応じ、知的財産保護の際に直面する課題の解決や、金融危機によるマイナス影響への対処に協力することで、企業及び地方経済の発展をサポートしている。
六、杭州税関による輸出向け「虎頭牌」懐中電灯シリーズ模倣品の摘発案件
（一）概要
2008年1月11日、深センの某企業は杭州税関管轄下の金華税関駐義鳥弁事処に対して懐中電灯などの貨物の輸出を申告した。税関職員は証明書類の照合を行った際に同貨物は権利侵害の疑いが強いと判断し、差止め指令を下した。検査の結果「虎頭牌（ロゴ）」商標がつけられた懐中電灯6万個余りが発見された。その後同商標権利人の広州市電筒工業公司の鑑定により、同貨物は模倣品であることが確認された。同案の摘発後、税関の法執行職員は権利人と連絡を取り合い、同製品の合法的な輸出プロセスに関わる情報を把握し、さらに権利人から国外における同製品の権利侵害情報を提供された。また懐中電灯、とくに「虎頭牌」の懐中電灯の市場における売れ行きや輸出の状況を把握するために、税関法執行職員は義鳥の市場調査を入念に行い、また現地の輸出代理業者の状況の把握に努めた。税関が採用したこうした一連の措置は目覚しい成果をあげている。2008年に杭州税関管轄下の金華税関がリスク分析をはじめとする様々な手段を通じて摘発した「虎頭牌」商標侵害懐中電灯の数は計コンテナ10件分、31万本あまりに及んだ。同税関の知的財産保護活動により同商標の国際的な知名度とイメージが効果的に保護されたことから、権利人からは高い評価を受けた。
（二）推薦理由
1、杭州税関が自発的に一連の効果的な措置を採用したことで、検査効率が向上した。例えば権利人とのコミュニケーションによる権利侵害貨物に関する詳細情報の把握、市場や貨物運送代理業者に対する調査による一次情報の把握、第一線職員に対する研修やリスク分析及び差止めの強化など、数々の成果をあげた。
2、「虎頭牌」商標は国際的な信用と評判で知られている。杭州税関はリスク分析による数多くの案件摘発を通じて、民族ブランドの知的財産保護意識を啓発し、自主ブランドの国際的イメージを保護した。この点から今後国内ブランドの保護活動にとって模範的な事例といえる。
七、黄埔税関によるユニ・リーバブランド侵害摘発案件
（一）概要
権利人との法執行面での協力を強化し、知的財産保護活動の領域を開拓することを目的として、黄埔税関とユニ・リーバ有限公司及びその代理機関は定期的な情報交換の場を設立し、権利人の豊富な情報が十分に活かされた。2008年3月から12月の間、黄埔税関はユニ・リーバ有限公司が提供した情報とリスク分析をもとに、同社の「Lipton」、「CLOSE UP」商標を侵害した案件を計8件摘発した。これらの案件中で摘発された「Lipton」茶の模倣品は計1,360,000袋、「CLOSE UP」歯磨き粉の模倣品は計142,424本であった。これらの案件の処理過程において、黄埔税関は権利人から提供された情報を十分に活用し、自発的にリスク分析及びリスク情報の提示を行い、特にクリスマス前の時期には立て続けに3件の「CLOSE　UP」歯磨き粉模倣品案件の摘発に成功した。
（二）推薦理由
1. 黄埔税関は新たな法執行協力のモデルを生み出し、権利人との間の情報交換体制を確立し、権利人の有する豊富な情報を十分に活用してリスク分析およびリスク情報の提示を自発的に行い、一連の権利侵害案件の摘発に成功した。今後の税関と権利人の協力による侵害行為の取締りを進めていくうえで模範的な案件といえる。
2、情報共有体制の枠組みのもと、税関と知的財産権利人は各自連絡担当者を明確にし、24時間の連絡体制により情報の遺漏防止に努めた。税関各部門は密接に連携し合い、協調体制のもとリスク分析による差止め及び検査プロセスを効率化し、貨物の状況をリアルタイムで管理することで、情報確認後から検査指令の執行までの流れが円滑化された。権利人は税関による侵害貨物の摘発後、速やかに貨物の確認と保護申立てに応じている。
八、福州税関による海外向け速達便ルートにおける権利侵害薬品摘発案件
（一）概要
2008年、郵便ルートにおける侵害物品案件が年々増加している。これらの案件は届け先地や届け先国が比較的集中していることが特徴で、福州税関は速達便や小包の通関管理監督現場における高リスクの郵便物に対する差止めを強化、効率的に摘発率の向上を実現した。2008年3月15日、同税関は永泰から海外向けの速達便の中から輝瑞製品有限公司の「VIAGRA(バイアグラ)」の模倣品、礼来艾高斯有限公司の「CIALIS（西力士）」の模倣品が摘発されて以来、永泰から海外向けの速達便に対する検査を厳格化した。その結果上記案件摘発後3日以内に偽装薬品151件、計5,714錠が摘発された。続けてその他の地区からの速達便に対してもリスク分析を全面的に展開したところ、福州から海外向けの偽造薬品172件、計8,120錠が摘発された。上記の権利侵害薬品の総計は323件、13,834錠に達した。これらの海外向け速達便の場合、一件ごとの摘発量は少数であるが、件数が多いために総量の規模も大きくなり、被害が深刻となっている。また、届け先国、都市、具体的な住所は一様でないことから、広範囲の模倣品販売ネットワークの存在が明らかになっている。
（二）推薦理由
税関の運送貨物に対する取締りの強化とネット取引の発展に伴い、国際小包や速達便は現在権利侵害薬品の海外輸出の主要手段となっている。このたび福州税関が摘発された案件では、取締り活動が十分に功を奏したと言える。
九、アモイ税関による輸出向け「DIESEL」商標侵害ジーンスシリーズの摘発案件
（一）概要
2008年6月、アモイ税関はリスク分析によって、福建泉州の某貿易会社が輸出を申告した6件の貨物を権利侵害を理由に摘発し、「DIESEL」商標を侵害したジーンズ71,904本を一挙に差押えた。同案は権利侵害貨物を複数に分散して申告することによる取締り回避を防いだ案件として模範的な事例といえる。
2008年6月17日、福建省泉州の某貿易会社が一般方式による輸出を申告したエジプト向け衣類にたいする検査を行った際に、同貨物の申告数が伝票と一致せず、さらに中のジーンズ12,000本には「DIESEL」の文字および「D」形のロゴが付いたことから、貨物の持ち主と代理人に対して説明を求めたところ、同社は有効なライセンスを提出できなかったため、同貨物は権利侵害物品である疑いが生じた。検査職員の通報のあと、リスク分析担当者はリスク分析プラットホーム及びH2000と呼ばれる分析決定システムによって同企業の過去の輸出記録を検索したところ、同荷送人は内容が全く同一の通関申告書6件を提出し、同一の時間、同一の便で同一の目的地への輸出を申告していたことが明らかになった。そこで税関が直ちに出荷寸前にあった残り5件の貨物に対する検査を行ったところ、それらの中身は全て「DIESEL」商標および「D」形のロゴが付いたジーンズパンツであることが発覚した。その後の調査で、同貨物は全てディーゼル股フェン公司の登録商標「DIESEL」を侵害した物品であることが判明し、税関は同貨物を没収、また荷送人には行政処罰として罰金を課した。
（二）推薦理由
権利侵害貨物の輸出のため、違法輸出業者はより隠蔽性の高い手口を次々に編み出して税関による監視の回避やリスクヘッジを行っており、複数に分散して申告を行うのもそのうちのひとつである。アモイ税関は同件の摘発後、現状に満足せず、ただちに複数回に分散しての申告についての分析を行い、この手法の特徴を発見し、積極的な状況把握をもとにリスク分析による差止めを進め、最終的に一連の権利侵害案件の摘発に成功した。またその後、各業務現場は提示されたリスク情報をもとに差止めを行った結果、5件の類似案件を含む計19件の権利侵害案件の摘発に成功した。以上の成果によって、違法分子を大いに牽制し、違法行為の蔓延に歯止めがかかったといえる。
十、拱北税関による輸出向け「EPSON」商標専用権侵害プリンター用インクリボン摘発案件
（一）概要
2008年1月14日、北京の某企業は拱北税関管轄下の九洲税関に対して、一般貿易方式によるプリンター用カラーインクリボン計41,070個の輸出を申告した。同税関はコンテナ内から中性包装のダンボール箱を発見し、同製品の外装箱には国内メーカーの商標とともに、セイコーエプソン株式会社の登録商標「EPSON」の文字が大きくかつ粗く印刷されており、一部製品の同商標部分の手前の「USED　FOR」或いは「COMPATIBLE　FOR」といった特性を説明する文字が欠落していた。EPSON系列のプリンター及びプリンター消耗品は国際的な知名度が非常に高いため、同貨物の「エッジボール」行為（つまり他社の商標を用いた違法すれすれの行為）は消費者による誤認をきわめて容易に誘発すると判断された。そこで登録商標「EPSON」の権利人であるセイコーエプソン株式会社との連絡によって上記貨物が権利侵害物品であることが書面にて確認され、また同社は税関に対して知的財産保護の申立てを行った。拱北税関最終的に上記のカラーインクリボン41,070個がEPSON商標を侵害していることを認定し、法にもとづいて同貨物を没収し、当事者には行政処罰として罰金を課した。
（二）推薦理由
本件の摘発を契機に、拱北税関はプリンター消耗品の商標使用状況などの問題を重視するようになり、地方の消耗品同業協会との関係強化を進め、同業界の発展を奨励するようになった。珠海市は世界の「プリンター消耗品都市」と称されており、同分野における同市の売上高は世界全体の10％の割合を占めている。しかし、近年以来消耗品の包装部分にオリジナルメーカーの商標や同製品の適用範囲についての説明書きが使用されるという問題により、オリジナルメーカーと消耗品メーカーとの間で権利侵害訴訟が頻発していた。拱北税関は「モデル案件による業界の教育」という活動理念にもとづいて、本案件を珠海市ブランド主導戦略実施弁公室、珠海市消耗品同業協会に対して通達し、両者とともに参加企業を募って同製品の包装規格についての研究討論や税関の知的財産保護活動に関連する研修などの活動を展開し、知的財産保護に関する企業からの相談に熱心に応じ、また大型消耗品メーカーに対してはフェストゥフェイスの丁寧なサービスを行い、大きな成果を挙げた。こうした措置の採用をして以降、拱北税関による同製品に関わる権利侵害案件の摘発件数は前年比で40％も減少した。
以上
